
� ��

平成２５年３月２１日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官�

平成２４年（行ケ）第１０２３９号 審決取消請求事件�

口頭弁論終結日 平成２５年３月７日�

判    決�

原       告    シ ョ ッ ト  ア ク チ エ ン ゲ ゼ ル シ ャ フ ト�

同訴訟代理人弁理士       田   繁   喜�

被       告    特 許 庁 長 官�

同 指 定 代 理 人    中   澤       登�

豊   永   茂   弘�

瀬   良   聡   機�

守   屋   友   宏�

主    文�

１ 特許庁が不服２００９－４４６６号事件につい

て平成２４年２月１４日にした審決を取り消す。�

２ 訴訟費用は被告の負担とする。�

事実及び理由�

第１ 請求�

主文１項同旨�

第２ 事案の概要�

本件は，原告が，後記１のとおりの手続において，特許請求の範囲の記載を後記

２とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について，特許庁が同請求は成

り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとお

り）には，後記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。�

１ 特許庁における手続の経緯�

��� 原告は，平成１２年８月２１日，発明の名称を「溶融ガラスの清澄方法」と

する特許を出願した（パリ条約による優先権主張：平成１１年（１９９９年）８月
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２１日，ドイツ。甲７）が，平成２０年１１月１９日付けで拒絶査定を受けたので，

平成２１年３月２日，これに対する不服の審判を請求した。�

��� 特許庁は，前記請求を不服２００９－４４６６号事件として審理し，平成２

４年２月１４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，その謄

本は，同年３月３日，原告に送達された。�

２ 特許請求の範囲の記載�

本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項１は，平成２１年４月１日

付け手続補正書（甲９）に記載の次のとおりのものである。以下，上記特許請求の

範囲に属する発明を「本願発明」といい，本願発明に係る明細書（甲７～９）を「本

願明細書」という。�

溶融ガラス中の清澄剤により清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法において，

少なくとも１種の清澄剤が溶融ガラスに添加されること，この溶融ガラスについて

上記清澄剤による清澄ガスの最大放出が１６００℃を超える温度で生起すること，

及び溶融ガラスは１７００℃～２８００℃の温度に加熱されることを特徴とする溶

融ガラスの清澄方法�

３ 本件審決の理由の要旨�

��� 本件審決の理由は，要するに，本願発明が，後記引用例１及び２に記載され

た発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法

２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。�

ア 引用例１：特開昭６２－５２１３５号公報（甲１）�

イ 引用例２：特開平１０－３２４５２６号公報（甲２）�

��� 本件審決が認定した引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。），

本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。�

ア 引用発明：１８００℃～２０００℃の温度のガラスの腐蝕効果に耐えるのに

特に適切な容器を炉の囲いとして用いた，ガラスの溶融および精製に適応した方法�

イ 一致点：溶融ガラス中より清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法におい
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て，この溶融ガラスについて清澄ガスの放出が１８００℃～２０００℃の温度で生

起すること，及び溶融ガラスは１８００℃～２０００℃の温度に加熱されることを

特徴とする溶融ガラスの清澄方法�

ウ 相違点：本願発明は，「清澄剤」により清澄ガスを発生させる清澄方法であり，

「少なくとも１種の清澄剤が溶融ガラスに添加され」，「清澄剤による清澄ガスの最

大放出が１６００℃を超える温度で生起され」るのに対し，引用発明では，かかる

事項を有していない点�

４ 取消事由�

容易想到性に係る判断の誤り�

��� 一致点及び相違点についての認定の誤り�

��� 相違点に係る判断の誤り�

第３ 当事者の主張�

〔原告の主張〕�

１ 一致点及び相違点についての認定の誤りについて�

��� 本件審決は，①「清澄」とは溶融ガラス中の気泡を除くことであるとした上

で，引用発明の「ガラスの溶融および精製に適応した方法」が，本願発明の「溶融

ガラス中の清澄剤により清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法」と，「溶融ガラ

ス中より清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法」である点で共通し，②引用発

明の「１８００℃～２０００℃の温度」で「ガラスの溶融および精製」をすること

が，本願発明の「この溶融ガラスについて上記清澄剤による清澄ガスの最大放出が

１６００℃を超える温度で生起する」ことと，「この溶融ガラスについて清澄ガスの

放出が１８００℃～２０００℃の温度で生起する」点で共通するとする。�

��� しかしながら，清澄剤を用いて清澄を行うことが通常の技術であるからとい

って，引用発明の「ガラスの溶融および精製に適応した方法」が「溶融ガラス中よ

り清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法」であるわけではない。また，溶融過

程に引き続き残存する気泡を除くことと，溶融ガラス中より清澄ガスが発生するこ
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ととは，必ずしも同一ではない。�

この点で，本願発明は，化学的清澄方法（【０００５】～【００１０】）と物理的

清澄方法（【０００３】【００１９】～【００２１】）とを組み合わせた溶融ガラスの

清澄方法に関するものである。すなわち，本願発明は，まず，溶融ガラスを１７０

０℃ないし２８００℃の清澄温度に加熱し，かつ，清澄剤による清澄ガスの最大放

出が１６００℃を超える温度で生起するようにしたもの（当該温度で清澄ガスの最

大放出が生起する清澄剤を選択・添加するというもの。化学的清澄方法。【００２６】

参照）であって，これにより，一次清澄作用及び二次清澄作用が遂行可能であり，

残留ガスの分圧が低下することにより溶融ガラスの再沸騰の危険性が著しく減少し，

また，溶融ガラスの所定の清澄のために著しく少量の清澄剤の計量添加で済み，さ

らに，清澄時間及び清澄容積を著しく短縮・低減できるというものである。本願発

明は，次に，高温により溶融材料の粘度が低下することで気泡が上昇する速度が著

しく増大し，清澄時間を短縮できるほか，溶融材料中に溶けている異質ガスの拡散

が高くなるために脱ガスがより急速に進行するばかりか，さらに，溶融ガラスの著

しい対流のために気泡が排出され，かつ，溶融材料の各容積エレメントが清澄装置

の最も熱い領域を通過するため，清澄剤がそれらの十分な潜在能力を顕現できると

いうものである（物理的清澄方法。なお，物理的清澄方法は，ガスを吹き込む方法

に限られるものではないし，吹き込まれたガスは，清澄ガスではない。）。�

本願発明においては，これらの作用の組合せにより，急速で効果的な「溶融ガラ

ス」の清澄が達成される。本願発明の特許請求の範囲の記載及び本願明細書（【００

１７】【００２３】【００３７】）には，清澄剤を溶融ガラスに添加する旨が記載され

ており，加熱前に清澄剤を加えるバッチ製造の場合が記載されていないばかりか，

連続生産において清澄剤を使用する場合，既に溶融状態にあるガラスに清澄剤を加

えるため，その清澄のコントロールは，極めて難しいものになるから，清澄剤の添

加について両者を同列に扱うことはできない。�

これに対して，引用発明は，従来の耐火物でライニングされた炉が腐蝕等の問題
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から溶融及び精製温度が１６００℃より低い温度に制限されるという問題を解決す

るためにされた，原料を最大１７００℃ないし２０００℃の温度に加熱して溶融及

びホットスポット清澄（物理的清澄方法の１種。ガスの吹き込みを利用するもので

はない。）を行う熱可塑性材料（ガラス材料）の溶融方法であって，本願発明のよう

な溶融ガラスの連続生産に関するものではなく，バッチ製造に関する技術である。

そして，引用発明は，１８００℃ないし２０００℃の温度で脱ガスが促進されるも

のであって，清澄ガスの放出が１８００℃ないし２０００℃の温度で生起するもの

ではない。本件審決は，物理的清澄方法がガスの吹き込みを利用するものであり，

当該ガスが清澄ガスであるという認識に基づき，引用発明の「ガラスの溶融及び精

製に適応した方法」が，「溶融ガラス中から清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方

法」であると誤認している。�

したがって，本件審決の前記���の①及び②の認定は，いずれも化学的清澄方法と

物理的清澄方法を混同したものである。�

なお，乙５に記載の発明は，Ａｓ２Ｏ３やＳｂ２Ｏ３を添加した粉末バッチ原料を溶

融する一般的なガラスの清澄方法が弗素高含有ガラスではほとんど効果がないこと

を課題として，清澄剤を溶融後に添加することとした特殊なものである。また，本

願明細書（【請求項１】【００１７】【００２３】【００３７】）を参照した当業者は，

本願発明が，本質的に連続生産における溶融ガラスの清澄方法に係るものであるこ

とを認識するのが通常である。�

��� 以上のとおり，本件審決による一致点の認定には誤りがあり，本願発明と引

用発明との相違点は，本件審決認定に係る相違点に限られるものではない。このよ

うに，一致点及び相違点の認定を誤る本件審決は，取り消されるべきである。�

２ 相違点に係る判断の誤りについて�

��� 本件審決は，①引用例２には，「少なくとも１種の清澄剤が溶融ガラスに添

加され」る点が記載されている，②引用例２の，清澄剤としてＦｅ２Ｏ３及びＳｎＯ

２のいずれか１つ以上を添加することは，溶融ガラスを１８００℃ないし２００
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０℃に加熱した際，本願発明と同じく，「この溶融ガラスについて当該清澄剤による

清澄ガスの最大放出が１６００℃を超える温度で生起する」ことである，③引用発

明の「ガラスの溶融および精製に適応した方法」に，引用例２の，清澄剤としてＦ

ｅ２Ｏ３及びＳｎＯ２のいずれか１つ以上を溶融ガラスに添加させる技術を適用する

ことで，当業者は，本件審決認定に係る相違点を容易に想到することができ，本願

発明の作用効果も，引用例１及び２から当業者が予測し得る程度のものである，と

する。�

��� しかしながら，前記���の①についてみると，引用例２の記載（【請求項１】

【００１８】【００２０】【００２１】）から明らかなように，引用例２に記載の発明

は，本願発明のように溶融ガラスの連続生産に関するものではなく，バッチ製造に

関する技術であり，清澄剤は，原料バッチに添加されるものであって，溶融ガラス

に添加されるものではない。すなわち，引用例２には，少なくとも１種の清澄剤が

「溶融ガラスに」添加される点については記載も示唆もない。�

��� 前記���の②についてみると，清澄剤による清澄ガスの最大放出が１６００℃

を超える温度で生起するかどうかは，清澄剤それ自体だけではなく，溶融ガラスの

組成にも依存する。したがって，清澄剤としてＦｅ２Ｏ３及びＳｎＯ２のいずれか１

つ以上を添加したからといって，そのことだけで，「所与の溶融ガラスについて清澄

剤による清澄ガスの最大放出が１６００℃を超える温度で生起する」といえるもの

ではない。�

��� 前記���の③についてみると，前記のとおり，引用発明は，ガラス材料の溶融

と同時に中心バッチ電極と出口管との間でのホットスポット清澄により溶融ガラス

の清澄を行うものであって，化学的清澄方法を予定しておらず，最大１７００℃な

いし２０００℃の温度に加熱してガラスの溶融を行う場合にどのように化学的清澄

方法を行うかについては，全く記載も教示もされていないし，このような方法に清

澄剤をどのように適用するのかは，全く不明である。他方，清澄剤を用いる場合，

１６００℃以下で清澄を行うことが一般であり（引用例２，本願明細書【００１０】），
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引用発明のような高温で行うことは，知られていないし，仮に清澄剤を加えれば，

それが昇華して溶融ガラス中に必要量が溶け込まなかったり，清澄剤から清澄ガス

が先に出てしまう等の問題が予測される。�

このように，清澄剤を使用しないことを前提として成立している引用発明には，

清澄剤を添加して化学的清澄方法を併用することが何ら動機付けられておらず，当

業者には，このことは予測外のことであるから，むしろ阻害要因がある。�

また，引用発明は，縦型溶融装置を用いる溶融方法であって，ガラスが溶融した

時点で溶融ガラスの融解ラインの上は，バッチブランケットで覆われている状態で

あるため，開口から清澄剤を添加しても，溶融ガラスを覆うバッチブランケットに

添加されるだけであり，全く意味がない。�

さらに，仮に，引用発明の１８００℃ないし２０００℃の温度に加熱する技術に

対して引用例２に記載の清澄剤としてＦｅ２Ｏ３及びＳｎＯ２のいずれか１つ以上を

用いる技術を適用したとしても，清澄剤による清澄ガスの最大放出が１６００℃を

超える温度で生起するように，溶融ガラスのある組成のために清澄剤としてＦｅ２

Ｏ３及びＳｎＯ２を選択することは，本願発明とは異なる方法であって，これらの引

用例の組合せによっても開示されていない。また，被告が援用する甲５及び乙４は，

いずれもバッチ製造技術に関するものである。�

��� 本願発明は，溶融ガラスを１７００℃ないし２８００℃の清澄温度に加熱し，

かつ，清澄しようとする溶融ガラスについて，清澄剤による清澄ガスの最大放出が

１６００℃を超える温度で生起するようにする（清澄しようとする溶融ガラスにつ

いて，清澄ガスの最大放出が１６００℃を超える温度で生起する清澄剤を選択する）

ことを特徴とする発明である。被告が主張しているように，バッチ製造における溶

融温度に対して清澄ガスの最大放出が生起する温度を合致させたり，又はそれ以上

になるようにすることを必須要件としているものではないから，このような本願発

明の技術的思想及び特徴は，引用例１及び２，甲５並びに乙４のいずれにも記載も

示唆もされていない。�
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清澄剤を用いたバッチ製造について開示する引用例２においては，溶解温度は，

１５００℃ないし１６００℃であり，清澄温度は，１２００℃ないし１５００℃で

あるが，このような温度でも，時間をかけることによって十分な量の清澄ガスは，

放出される。これに対し，本願発明においては，清澄時間は，数十分以下で十分で

あり（【００４５】の実施例では，約３０分），引用例１及び２等の記載からは予測

不可能な程度に改善されるばかりか，得られるガラス製品にも気泡がほとんどない

という効果が得られる。また，溶融ガラスの粘度が高温により低下すれば，気泡の

溶融ガラス表面への上昇速度を増大させることはできるが，清澄剤による清澄ガス

の放出とは直接的な関係がない。�

このように，本願発明の作用効果は，当業者が引用例１及び２等の記載から予測

し得るものではない。�

�	� したがって，本件審決は，本件審決認定に係る相違点に関する容易想到性の

判断を誤っており，取り消されるべきものである。�

〔被告の主張〕�

１ 一致点及び相違点についての認定の誤り�

��� 本願発明の特許請求の範囲の記載からは，本願発明が溶融ガラスの連続製造

に関するものであることが特定できないし，「清澄剤」が「溶融ガラスに添加される」

という特定事項は，連続製造であってもバッチ製造であっても成立し得るものであ

る。�

また，本願明細書には，本願発明が溶融ガラスの連続製造に関するものでなけれ

ばならない旨の記載がない。むしろ，清澄剤が溶融前に添加されることを前提にし

ていること（【００１０】），１つの溶解装置中で清澄を行うことが記載されているこ

と（【００２１】），有用な清澄装置であるとして引用されているドイツ特許公報には

溶融ガラスがるつぼから一旦取り出されることが示されており，溶融ガラスのバッ

チ製造が前提となっていること（【００４７】）から，本願発明は，溶融ガラスの連

続製造に関するものに限定されず，溶融ガラスのバッチ製造によるものを含むとい
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うことができる。そして，バッチ製造でガラスの溶融後に「清澄剤」を「溶融ガラ

スに添加した」事例は，知られており，本願発明は，バッチ製造を含むから，本願

発明が連続製造に関するものであるとの原告の主張は，前提において失当である。�

��� 「清澄」とは，溶融ガラスから気泡を除くことであり，その主要な機構は，

ガラス素地中における気泡の上昇及びガスの異動である。清澄の方法には，清澄ガ

スを底部の開口部から吹き込み，溶融体の温度をさらに高めた結果，その粘度が低

下し，その結果気泡を液面まで更に容易に上昇させる物理的清澄方法と，分解して

ガスを解離する化合物等を溶融体に添加して清澄ガスを発生させる化学的清澄方法

の２種類がある。しかし，これらの方法においては，いずれも清澄に当たって清澄

ガスが利用されているから，清澄ガスは，清澄剤によるものに限定されるものでは

なく，物理的清澄方法によって利用されるガスも清澄ガスといえる。�

したがって，「清澄ガス」を一致点とした本件審決の認定に誤りはないし，本件審

決は，清澄剤により清澄ガスを発生させる点を相違点として認定しているから，物

理的な脱ガスと化学的な清澄ガス発生を混同したものではない。また，引用発明は，

清澄ガスを物理的方法で発生させるものであって，本願発明とは「溶融ガラス中よ

り清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法」である点で共通し，「清澄ガス」が清

澄剤によるものではない点で相違するとした本件審決の認定に，誤りはない。�

��� 引用発明は，１８００℃ないし２０００℃の温度で清澄を行うことにより，

「清澄ガス」を利用しているものといえる。したがって，本件審決が，引用発明に

おいて１８００℃ないし２０００℃の温度でガラスの溶融及び生成が行われること

から，ガラスの溶融温度と清澄ガスが作用する温度範囲の限りにおいて一致点を認

定したことに誤りはない。�

よって，本件審決は，物理的な脱ガスと化学的な清澄ガス発生とを混同していな

い。�

��� 以上のとおり，原告の主張する一致点及び相違点の認定の誤りはなく，原告

の主張に理由はない。�
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２ 相違点に係る判断の誤りについて�

��� 引用例２には，清澄剤を溶融前に添加する例が示されている（【００１８】）

が，前記のとおり，本願発明は，溶融ガラスの連続製造に関するものに限定されず，

溶融ガラスのバッチ製造によるものを含んでいるということができるから，この点

において本願発明と引用例２に記載の発明は，一致している。�

そして，清澄剤をガラスの溶融前にガラス成分とともに添加するのは，清澄剤と

ガラス成分の分割添加や高温環境下での添加作業という手間を省くという意味しか

なく，また，引用発明は，溶融ガラスを更に１８００℃ないし２０００℃の温度と

いう高温で清澄するものであるから，引用発明に引用例２に記載の清澄剤を添加す

るに当たり，ガラスの溶融前に清澄剤が添加されてしまうと，上記温度に達する前

に清澄剤が昇華して溶融ガラス中に必要量が溶け込まなかったり，清澄剤から清澄

ガスが先に出てしまう等の問題がある。したがって，既に溶融している溶融ガラス

に清澄剤を添加することは，清澄剤の適量添加の観点から考慮されるべきことであ

り，格別な点は認められない。�

そもそも，清澄剤添加のタイミングについては，当初明細書に何ら記載がなく，

この点に関する原告の主張は，「溶融ガラスの清澄方法」という表現のみを唯一の根

拠として補正が認められた「少なくとも１種の清澄剤が溶融ガラスに添加されるこ

と」という本願明細書の記載に基づくものであり，本願明細書には当該記載から生

じる相違点に係る作用効果に関する記載がないから，当該作用効果に関する主張は，

新たな技術的事項の導入にならない範囲で認められるべきものである。�

このように，清澄剤を溶融ガラスに添加することは，当業者が当然に考慮すべき

ことであるから，本件審決の相違点の判断に実質的な影響はなく，結論において本

件審決に誤りはない。�

��� 引用例２には，清澄剤としてＦｅ２Ｏ３及びＳｎＯ２等を添加することが記載

され（【請求項１】【００１２】【００１３】），ガラスを１６００℃で溶融した後にこ

のうちＦｅ２Ｏ３を清澄剤として使用した場合に十分な効果が得られた旨の記載が
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ある（【００２１】【００２７】【００２８】）。�

甲５には，溶融温度が１６００℃以上の溶融ガラスについて，これを超える温度

でＦｅ２Ｏ３が清澄剤として作用することが記載されている（【０００２】【０００３】

【００１３】～【００１５】，乙３）。�

乙４には，「清澄剤」について，ガラス溶融物の温度を更に昇温してガラス溶融物

の粘度が十分に小さくなったときに，多量の清澄用ガスが放出されるような性質が

要求されることが示されている（【０００４】）。�

以上によれば，引用例２のＦｅ２Ｏ３を清澄剤として用い，１６００℃を超える温

度で清澄剤として使用するということは，当該温度で清澄ができる程度に十分に気

泡が放出されるということであるから，それは，「清澄ガスの最大放出が１６００℃

を超える温度で生起する」清澄剤であることに相当するということができる。�

仮に，原告主張のとおり清澄剤の最大放出温度が溶融ガラス組成の影響によりシ

フトするとしても，引用例２，甲５，乙４及び甲３（【００３５】）によれば，１６

００℃を超える温度で清澄させる清澄剤も知られており，かつ，引用発明が１６０

０℃で溶融させることを前提とする無アルカリガラスを対象から排除していない以

上，Ｆｅ２Ｏ３を清澄剤として選択した場合には，結果的に最大放出が１６００℃を

超える温度で生起するといえる。�

したがって，本件審決が，「Ｆｅ２Ｏ３及びＳｎＯ２のいずれか１つ以上」を添加す

ることで，「所与の溶融ガラスについて上記清澄剤による清澄ガスの最大放出が１６

００℃を超える温度で生起する」と判断したことは，誤りとはいえない。�

��� 引用発明は，１８００℃を超える温度のガラスの腐蝕効果に耐えるのに特に

適切な容器を提供することを目的とするものであり，引用例１に記載のホットスポ

ット加熱での温度域からみて，同温度域程度まで加熱して溶融・清澄する引用例２

が対象としている高温で高粘性のガラスが適するものであるということができる。�

そして，物理的清澄方法及び化学的清澄方法は，いずれも技術常識であるところ，

物理的清澄方法のみで清澄を行う場合，溶融ガラス温度を高くすると，溶融ガラス
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の容器の耐熱温度やエネルギー消費を考慮する必要があることから，これに化学的

清澄方法を付加することは，当業者が容易に想到し得るものである。また，引用例

２には，歪点の高い無アルカリガラスの清澄剤による化学的清澄方法に物理的清澄

方法である清澄時の減圧を併用してもよい旨が記載されており（【００１８】），清澄

剤を添加した上で撹拌という物理的清澄方法を併用できることも記載されている

（【００２１】）。さらに，乙４には，前記のとおり，物理的清澄方法と化学的清澄方

法との併用の必要性を示すとともに，清澄剤の機能発生温度範囲を物理的清澄温度

範囲と併せることを示唆する記載がある（【０００４】）。�

以上のとおり，物理的清澄方法と化学的清澄方法とを併用することは，周知であ

り，高温で高粘度であるガラスを溶融・清澄する方法である引用発明において，引

用例２に記載の，同様に高温で清澄効果を発揮できる清澄剤を用いることには，十

分に動機付けがあるばかりか，両者を併用した場合の清澄効果も，当業者であれば

予想の範囲内である。�

したがって，本願発明は，引用発明に基づき，引用例２に記載の発明を適用する

ことで当業者が容易に想到することができるものであって，これに反する原告の主

張は，認められない。�

なお，清澄剤の添加に当たって，１８００℃ないし２０００℃の高温になるのを

待つ必要はないから，引用発明において例えばガラスが溶融した時点で清澄剤を添

加することは，十分に想定できることである。�

��� 本願明細書には，従来の酸化砒素又は酸化アンチモンを清澄剤とした場合の

清澄時間が３時間であるのに対し，Ｌｉ２Ｏを含むアルミノケイ酸ガラスに対する

ＳｎＯ２，ホウケイ酸ガラスに対する鉄酸化物と硫酸塩，ソーダ石灰ガラスに対す

るＣｅＯ２，ＺｎＯ及びＴｉＯ２の清澄時間がいずれも３０分であることが記載され

ている（【００４２】～【００４５】）が，本件審決で認定していない酸化砒素又は

酸化アンチモンとの比較は，何ら作用効果として参酌すべきものではない。�

また，甲３には，清澄剤としてＳｎＯ２やＣｅＯを用いた際に１６２０℃で溶融
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した溶融物が同じ温度で１時間半かけて精製された旨の記載がある（【００３２】【０

０３４】）が，溶融ガラスや清澄剤の組成が同じわけでもなく，溶融ガラスの組成に

よって清澄剤による清澄ガスの最大放出の温度域も異なるから，溶融ガラス等の諸

条件が異なる本願発明と甲３に記載のものとの間に差が生じたからといって，本願

発明の顕著な作用効果を裏付けるものではない。�

むしろ，本願発明により清澄時間が一定程度短くなるとしても，引用発明は，１

８００℃ないし２０００℃の温度に加熱するものであるから，溶融ガラスの粘度が

低下しており，引用例２に記載の清澄剤を適用すれば，当該温度下では清澄ガスを

多量に放出することになる。そして，当業者は，引用例１及び２の記載から，その

程度の効果を予測し得ないではない。�

��� 以上のとおり，本願発明は，引用例１及び２に記載された発明に基づいて当

業者が容易に発明をすることができたものであって，これと同旨の本件審決の判断

に誤りはない。�

第４ 当裁判所の判断�

１ 本願発明について�

��� 本願明細書の記載について�

本願発明は，前記第２の２に記載のとおりであるが，本願明細書（甲７～９）に

は，本願発明について，おおむね次の記載がある。�

ア 本願発明は，溶融ガラス中の清澄剤により清澄ガスが発生する溶融ガラスの

清澄方法に関する。溶融ガラスとの関係において，用語「清澄」は，溶融材料から

のガス気泡の除去を意味するものと理解される（【０００１】）。�

イ 一般的にいって，清澄ガスが発生する方法において著しく異なる２つの清澄

原理が知られている（【０００２】）。�

物理的清澄方法においては，例えば，温度を上げることによって溶融ガラスの粘

度が低減するため，溶解及び冷却期間中よりも清澄中に溶融ガラスのより高い温度

が設定され，清澄温度が高いほど，溶融材料からの気泡の除去は，効果的である。
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しかし，許容可能な最高清澄温度は，使用される溶解装置の壁材料の能力により制

限され，Ｐｔ合金が用いられる場合，せいぜい１６００℃であり，耐火煉瓦が用い

られる場合，せいぜい１６５０℃ないし１７００℃である（【０００３】）。物理的清

澄方法には，吹き込みガスにより溶融材料の機械的移動を生じさせるものもある

（【０００４】）。�

最も一般的には，化学的清澄方法が採用される。これは，溶融材料に，ガスを分

解して分離する化合物（例えば硫酸ナトリウム），高温で揮発する化合物（例えばハ

ロゲン化合物）又は高温での平衡反応においてガスを放出する化合物（例えば砒素

酸化物やアンチモン酸化物などのレドックス清澄剤）を添加するものである（【００

０５】【０００６】）。�

ウ 化学的清澄方法については，実質的に３つの清澄作用を識別することが可能

である。�

�ア� 一次清澄作用：添加した清澄剤の分解の際に形成されるガス，例えばレド

ックス清澄剤からの酸素が，混合物の分解の際に形成される気泡，例えばＣＯ２，

Ｎ２，Ｈ２Ｏ，ＮＯ，ＮＯ２気泡中に拡散する。�

�イ� 二次清澄作用：溶解ガラスからガスが除去され，必然的に添加した清澄剤

による自発的なガス気泡の形成，例えばレドックス清澄剤からのＯ２気泡の形成を

伴う。ＣＯ２，Ｈ２Ｏ，Ｎ２，ＮＯ，ＮＯ２などの異質ガスは，それらの分圧が１０
５

Ｐａ未満であっても，これらの清澄ガス中に分散できる。�

�ウ� 再吸収作用：前記�ア�及び�イ�のようにして形成された気泡や，温度低下の

場合になお溶融材料中にある例えば酸素の温度低下により膨張した気泡が，例えば

レドックス平衡（Ⅰ）の場合には出発材料に向かっての平衡のシフトを通して溶解

される（【０００９】）。�

エ １７００℃以上で１０２ｄＰａｓ未満の粘度を有するのみの高融点ガラス材

料については，Ｎａ２ＳＯ４，ＮａＣｌ，Ａｓ２Ｏ５又はＳｂ２Ｏ５などの公知の清澄

剤は，有効ではない。清澄ガスは，溶融中早い段階で放出され（一次清澄作用のみ
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が起こる。），したがって，二次清澄作用についてはもはや清澄ガスは，なくなって

しまっている。Ａｓ２Ｏ５やＳｂ２Ｏ５などの標準的なレドックス清澄剤は，１１５

０℃ないし１５００℃，最大１２２０℃ないし１２５０℃で清澄酸素を放出すると

きに有効であり，清澄温度外での酸素の放出は，実質的にガラス組成及び清澄剤組

成（１つ又はそれ以上の清澄剤）に依存する。特に高融点ガラス材料については，

少しでも清澄作用を得るために実際に必要な量よりも多量の清澄剤を添加する必要

があるが，多量の清澄剤を添加すると，特に砒素酸化物やアンチモン酸化物を用い

た場合，これらには非常に毒性があり，かつ，高価な化合物であるため，特有の欠

点があるばかりか，ガラス材料の特性に悪影響を及ぼし，製造コストを引き上げる

要因となる。高融点ガラス材料のみが，従来達成可能な温度以上の温度で清澄に有

利な１０２ｄＰａｓ未満の粘度に到達するということは，このような材料が清澄困

難であり，さもなければ効果的な清澄が総体的に不可能であることを意味している

（【００１０】）。�

オ 本願発明の目的は，溶融ガラス中の清澄剤により清澄ガスが発生する溶融ガ

ラスの清澄方法であって，公知の清澄剤の清澄潜在力を充分に活用可能とし，新規

な清澄剤の使用を許容し，高融点ガラス材料の清澄，特に１７００℃を超える温度

でのみ１０２ｄＰａｓ未満の粘度に到達するガラス材料の清澄を改善又は可能とし，

再沸騰傾向を低減し，毒性の清澄剤を使用しなくても済み，あるいはその使用を著

しく低減し，そして（一定の又は改善さえされた清澄作用を維持しながら）清澄剤

を少量で計量可能とする方法を見いだすことにある。清澄剤による清澄ガスの放出

は，溶融ガラスの粘度が充分に低くて気泡が溶融材料の表面に素早く上昇するよう

な温度範囲で起こるべきである。さらに，従来技術に比べて，清澄時間を著しく短

縮し，及び／又は，著しく小さな清澄容積を可能とするような方法であるべきであ

る（【００１４】）。この目的を達成するために，本願発明に係る構成が採用される（【０

０１５】）。�

カ 本願発明の利点は，従来技術とは異なり，公知の清澄剤の清澄潜在力が充分
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に活用されることにある。より高い清澄温度のために，標準的な量の公知の清澄剤

を用いることによって，改善され，したがって効果的な清澄が達成され，あるいは，

従来よりも少量の公知の清澄剤を用いることによって，これまで達成されたものと

同程度の良好な清澄が得られる（【００１６】）。本願発明は，高融点ガラス材料に対

する二次清澄も遂行可能である。清澄ガスの気泡形成のための温度範囲は，ガラス

の溶融のための温度範囲の上にあるところ，溶融後に溶融ガラス中に残存するＣＯ

２などの残留ガスは，それらの分圧が既に１０
５Ｐａ未満であっても清澄ガスの気泡

中に拡散でき，残留ガスの分圧が低下することにより，溶融ガラスの再沸騰の危険

性は，著しく減少する。本願発明は，これまで慣用されてきたＡｓ２Ｏ５やＳｂ２Ｏ５

などの毒性の清澄剤は，全く使用しなくて済み，あるいはその使用量を著しく低減

できる。本願発明は，溶融ガラスの清澄の質を維持しながら，著しく少量の清澄剤

を計量添加できるほか，清澄時間を著しく短縮し，また，清澄容積を著しく低減で

きる（【００１７】）。�

有利な化学的清澄方法に加えて，高温度の結果改善される物理的清澄方法もまた，

重要な役割を果たす。本願発明の高温（例えば２４００℃）では，溶融材料の粘度

が低下し，それによって気泡が上昇する速度は，１６００℃における速度よりもお

よそ１００倍大きいから，このことは，溶融に対する清澄時間を１００倍短縮でき

ることを意味する（【００１９】）。さらに，溶融材料中に溶けているＣＯ２などの異

質ガスは，より急速に清澄気泡中に拡散するため，脱ガスは，より急速に進行する。

また，高温では，溶融ガラスの著しい対流があり，気泡は，溶融ガラスの表面に近

い部分に作用する浮力により排出される。さらに，対流によって溶融材料の各部は，

清澄装置の最も熱い領域を通過することで，清澄剤がその充分な潜在能力を顕現で

きる（【００２０】）。�

これらの全ての作用の組合せ，すなわち化学的清澄方法，高温による気泡の膨張，

著しい対流及び低粘度のための気泡の高い上昇速度の組合せにより，急速で効果的

な溶融ガラスの清澄が達成される。例えば，５０リットルの容積の溶解装置内にお
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ける１６００℃で５０ｃｍの深さの溶融ガラスについて，半径０．３ｍｍ未満の全

ての気泡を，それらの浮力を用いて除去するのに要する清澄時間は，１日であるの

に対し，２４００℃での清澄時間は，対流を考慮に入れないと５分であり，対流を

考慮に入れると２分である（【００２１】）。�

キ 好ましくは，溶融ガラスの粘度は，１０３ｄＰａｓ未満，特に好ましくは，

１０２ｄＰａｓ未満のレベルに設定される。アルミノケイ酸ガラス及びガラスセラ

ミック材料については，１６５０℃を超える温度，しばしば１７００℃を超える温

度で１０２ｄＰａｓ未満の粘度に達するので，これらのガラス材料は，初めて効果

的な，すなわち改善された短時間の清澄に付することができる（【００２２】）。�

ク 本願発明の清澄方法をできるだけ有利に実施するためには，添加される清澄

剤がレドックス化合物，特にＳｎＯ２，ＣｅＯ２，Ｆｅ２Ｏ３，ＺｎＯ，ＴｉＯ２，Ｖ

２Ｏ５，ＭｏＯ３，ＷＯ３，Ｂｉ２Ｏ５，ＰｒＯ２，Ｓｍ２Ｏ３，Ｎｂ２Ｏ５，Ｅｕ２Ｏ３，

ＴｂＯ２及び／又はＹｂ２Ｏ３などのレドックス酸化物であることが好ましい。本質

的に，１５００℃を超える温度，特に１６００℃を超える温度で最大量の清澄ガス

を放出する全てのレドックス化合物が適している。同様に，１６００℃を超える温

度で最大量の清澄ガスを放出する幾つかの希土類酸化物も，レドックス清澄にとつ

て重要である（【００２４】）。これらのレドックス化合物の最大酸素放出温度範囲は，

アルミノケイ酸ガラスを材料として用いた場合，例えば最も低い２ＣｅＯ２であれ

ば１５００℃ないし１７００℃であり，Ｆｅ２Ｏ３であれば１８００℃ないし２００

０℃であり，最も高いＶ２Ｏ５であれば２２００℃ないし２４００℃であるが，レド

ックス化合物から酸素が放出される温度は，ガラス材料の組成に依存する（【００２

６】）。以上のほかに，ＺｎＯ，ＳｎＯ，Ｓｂ２Ｏ３，Ａｓ２Ｏ３及びＢｉ２Ｏ３なども，

本願発明のレドックス清澄に適している。どのレドックス化合物が清澄剤として用

いられるかは，ガラスに課される他の要求に依存する（【００２７】）。レドックス清

澄剤のほかに，１５００℃を超える温度，特に１６００℃を超える温度で１０５Ｐ

ａよりも大きな蒸気圧を有して最大量の清澄ガスを放出するハロゲン化物（例えば，
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ＫＣｌ，ＣａＣｌ２，ＢａＣｌ２，ＬａＣｌ３，ＣｅＣｌ３，ＹｂＣｌ２，ＥｒＣｌ３，

ＰｒＣｌ３），沸化物（例えば，ＬｉＦ，ＮａＦ，ＫＦ，ＺｎＦ２，ＭｇＦ２，ＢａＦ

２，ＣｅＦ２等），臭化物，オキソ陰イオン，特に硫酸塩（例えば，Ｎａ２ＳＯ４，Ｋ２

ＳＯ４，ＭｇＳＯ４，ＣａＳＯ４，ＳｒＳＯ４，ＢａＳＯ４，Ｌａ２（ＳＯ４）３）等を

使用することができるが，これらの清澄剤のガラス材料中への溶解性を考慮する必

要がある（【００２９】～【００３５】）。�

清澄ガスの放出は，１つの清澄剤により又は多数の清澄剤の組合せにより好適に

達成されるが，非毒性の清澄剤を添加することが望ましい（【００３６】）。�

ケ 特定の組成のアルミノケイ酸ガラス，ホウケイ酸ガラス材料及びソーダ石灰

ガラスについて本願発明を実施したところ，いずれも効果的な清澄作用を得たが，

これらの実施例における所用の清澄時間は，約３０分であり，毒性の清澄剤及び１

６００℃の慣用の清澄温度を用いた清澄時間（約３時間）よりも著しく短かった（【０

０４２】～【００４５】）。�

��� 本願発明の技術的思想について�

ア 以上によれば，本願発明は，特に高融点ガラス材料に対して公知の清澄剤を

添加しても清澄効果が十分ではなく，毒性を有するものを含む清澄剤を多量に添加

する必要があったという課題を解決するため，従来の温度（せいぜい１７００℃）

よりも高い温度（１７００℃ないし２８００℃）にガラス材料を加熱することとし，

かつ，当該温度に加熱されたガラス材料において清澄ガスを発生させるような清澄

剤を添加するという手段を採用して，化学的清澄方法及び物理的清澄方法の双方の

作用機序を組み合わせる結果，公知の清澄剤の潜在力を活用可能とし，新規な清澄

剤の使用を可能とし，特に高融点ガラス材料の清澄を改善し，毒性を有する清澄剤

の大量使用を回避し，溶融ガラスの再沸騰の危険性が減少し，添加される清澄剤を

減少させ，清澄時間を従来技術の約３時間から約３０分に著しく短縮し，小さな清

澄容積を可能とするという作用効果を有するものであるといえる。�

イ なお，本願発明の特許請求の範囲の記載にいう「清澄ガス」の技術的意義は，
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一義的に明確とはいえないところ，本願明細書の記載を参酌すると，清澄ガスは，

物理的清澄方法及び化学的清澄方法の双方で発生するものであるとされているもの

の，物理的清澄方法において清澄の対象となるガス気泡については専ら「気泡」と

いう用語が用いられ，併せて吹き込みガスを使用する方法についての言及がある一

方，化学的清澄方法においてはガラス材料に清澄剤を添加することにより発生する

ガスであって，それによりガラス材料中に溶けているＣＯ２などの異質ガス（清澄

の対象となる気泡）の除去を促進するものを「清澄ガス」をして記載している（前

記���イ，ウ，オ）。�

そして，本願明細書には，本願発明について物理的清澄方法における吹き込みガ

スを使用する旨の記載はない一方，本願発明は，「溶融ガラス中の清澄剤により清澄

ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法」であって，前記アに説示のとおり，課題解

決のために清澄剤を添加するに当たり，従来の温度よりも高い温度にガラス材料を

加熱することとし，かつ，当該温度に加熱されたガラス材料において清澄ガスを発

生させるような清澄剤を添加するという手段を採用するものであるから，本願発明

の特許請求の範囲の記載にいう「清澄ガス」は，専ら化学的清澄方法において溶融

ガラスに清澄剤を添加することにより発生するガスを意味するものと解するのが相

当である。�

２ 一致点及び相違点の認定の誤りについて�

��� 引用例１の記載について�

本件審決が認定した引用発明は，前記第２の３���アに記載のとおりであるが，引

用例１（甲１）は，「熱可塑性材料溶融方法」という名称の発明についての公開特許

公報であって，そこにはおおむね次の記載がある。�

ア 特許請求の範囲（請求項１）�

耐火壁を腐蝕から保護し，腐蝕による溶融材料の汚れを防止しつつ，耐火容器中

の熱可塑性材料を溶融する方法において，前記耐火容器の少なくとも側壁に酸化可

能な金属ライナーを設け，この金属ライナーが前記側壁からごく僅かだけ離れてそ
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の間に環状の空間を形成していることを特徴とする溶融方法�

イ 本発明は，熱可塑性材料を溶融する方法に関する。さらに詳しくは，本発明

は，１８００℃を超える温度のガラスの腐蝕効果に耐えるのに特に適切な容器を炉

の囲いとして用いたガラスの溶融に適応した方法に関する。�

ウ 耐火物で裏打ちした炉は，長年ガラスの溶融用に用いられてきたが，標準的

耐火物のほとんどは，ガラスによって徐々に溶解又は腐蝕し，炉の漏れを生じてし

まう傾向がある。従来の炉では，ガラスの温度は，頂部付近が最も高く，ガラス浴

頂部付近の側壁での腐蝕が最も大きいが，溶融及び精製温度は，耐火物の能力の理

由から１６００℃より低い値に制限される。耐火物がガラス中に溶解するにつれて，

腐蝕生成物の多くは，溶融浴中に放出されてガラス組成の一部となり，ガラス品質

に悪影響を及ぼすこともある。�

エ 本発明は，熱可塑性材料を溶融する方法を提供する。その好適な具体例にお

いては，底壁と直立側壁を有した容器を用い，耐蝕性材料で形成した容器保護ライ

ナーを備える。本発明における炉は，バッチ内電極，床電極及び導電性出口チャネ

ルへのホットスポット精製を含んでもよい。�

オ 例えばモリブデン製のライナーは，炉内で対流する熱可塑性材料（ガラス）

による腐蝕から耐火容器を保護し，更に重要なことに，炉の運転温度を高くできる

結果として，溶融速度を増し，また，耐火物よりもモリブデンがガラス汚染を生じ

ることが少ない結果として，ガラスの品質を改良することを可能にする。�

カ 本発明における中心バッチ電極は，炉の中心線に沿って垂直に配置され，電

気接続部によって通電される。また，耐火物底部の開口内には，ライナーと同一材

料のモリブデン製である出口管を設けて電気接続部に接続する。中心バッチ電極と

出口管に通電すると，その間に大電流が流れて熱可塑性材料の浴中にホットスポッ

トが生じる。ホットスポット中に消散したエネルギーによって，ガラス材料は，出

口管内の開口を通して炉から出る直前に精製される。高温に高められた精製温度は，

炉中心付近に集中するから，炉壁の悪化は，減少する。�
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キ 本発明の炉は，最大１７００℃ないし２０００℃の温度で操作されるように

意図される。�

��� 引用発明，一致点及び相違点の認定について�

ア 以上によれば，引用例１には，従来のガラス溶融用の炉を裏打ちする耐火物

がガラスによって徐々に溶解又は腐蝕するため，溶融及び精製温度が１６００℃よ

り低い値に制限されるという課題を解決するため（前記���ウ），当該炉を囲んでモ

リブデン等の耐蝕性材料で形成した容器保護ライナーを備え，併せてバッチ内電極

等によるホットスポット精製を行う構成を付加的に備えるという手段を採用し（前

記���ア，エないしカ），これにより炉の運転温度（１８００℃～２０００℃）を高

くできる結果として，溶融速度を増し，また，耐火物よりもモリブデンがガラス汚

染を生じることが少ない結果として，ガラスの品質を改良することを可能にすると

いう作用効果を有する（前記���ア，オ）発明が記載されているといえる。�

引用例１の上記記載によれば，そこには，「１８００℃～２０００℃の温度のガラ

スの腐食効果に耐えるのに特に適切な容器を炉の囲いとして用いた，ガラスの溶融

および精製に適応した方法」（引用発明）が記載されているということが可能である。�

そして，ここに「精製」とは，引用発明において溶融に引き続いてガラスが炉か

ら出る直前に与えられる作用である（前記���カ）から，技術常識（甲４参照）に照

らすと，溶融ガラスからの気泡の除去すなわち清澄と同義であると認められる。�

イ しかしながら，引用発明における上記精製（清澄）は，溶融ガラスを１８０

０℃ないし２０００℃の温度に加熱すること（前記���ア，イ）のほか，バッチ内電

極等によるホットスポット精製を行う構成を組み合わせてもよいというもの（前記

���エ，カ）であって，これらによるガラスの粘度の低下及び対流の発生に伴い，炉

内の溶融ガラスの表面からの気泡の除去が想定されていると認めることができるも

のの，それ以外に，溶融ガラスに清澄剤を添加して清澄ガスを発生させることにつ

いては，引用例１には何ら記載も示唆もない。�

したがって，引用発明は，「溶融ガラス中より清澄ガスが発生する」溶融ガラスの
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清澄方法であるとはいえない。�

ウ 以上によれば，本願発明と引用発明とは，「溶融ガラスの清澄方法」である点

のほか，「溶融ガラスは１８００℃～２０００℃の温度に加熱される」ものである点

では一致するものの，「溶融ガラス中より清澄ガスが発生する」点で一致するとはい

えず，この点で相違するというべきである。また，引用発明が「溶融ガラス中より

清澄ガスが発生する」ものではない以上，「この溶融ガラスについて清澄ガスの放出

が１８００℃～２０００℃の温度で生起する」点で一致するということもできず，

この点においても相違するというべきである。�

エ 以上によれば，本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおり認

定されるべきものであって，これに反する本件審決の認定は，誤りである。�

�ア� 一致点：溶融ガラスの清澄方法において，溶融ガラスは１８００℃～２０

００℃の温度に加熱される溶融ガラスの清澄方法�

�イ� 相違点：本願発明は，「少なくとも１種の清澄剤が溶融ガラスに添加される」

もので，「溶融ガラス中の清澄剤により清澄ガスが発生する」ものであって，「この

溶融ガラスについて上記清澄剤による清澄ガスの最大放出が１６００℃を超える温

度で生起する」ものであるのに対し，引用発明は，かかる事項を有するものではな

い点（以下「本件相違点」という。）�

��� 被告の主張について�

ア 被告は，物理的清澄方法が清澄ガスを炉の底部の開口部から吹き込むもので

あることを前提として，引用発明のような物理的清澄方法においても清澄ガスが利

用されていると主張する。�

しかしながら，本願発明にいう清澄ガスとは，前記１���イに説示のとおり，専ら

化学的清澄方法において溶融ガラスに清澄剤を添加することにより発生するガスを

意味するものと認められるところ，前記���イに説示のとおり，引用例１には，溶融

ガラスに清澄剤を添加して清澄ガスを発生させることについては，何ら記載も示唆

もない。�
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しかも，物理的清澄方法には，①ガラス粘度の低減，②ガラス素地流れの制御，

③撹拌，気体吹き込みなどによる融液の動揺，④音波，超音波による融液の機械的

振動，⑤遠心分離による気泡の分離，除去，⑥真空又は圧力の利用などがあり，気

体（ガス）の吹き込みは，これらの物理的清澄方法の一つであるにすぎない（甲４）

ところ，引用例１には，ここにいう気体の吹き込みという手段の採用については何

ら記載も示唆もない。�

したがって，被告の前記主張は，採用することができない。�

イ 被告は，本件審決は本願発明が清澄剤により清澄ガスを発生させる点を相違

点として認定しているから，本件審決に誤りはないと主張する。�

しかしながら，本件審決は，その一致点の認定に照らすと，清澄ガスが引用発明

においても発生するものであるとの誤った前提に基づいて相違点を認定しているも

のと解される。�

したがって，本願発明が清澄剤により清澄ガスを発生させる点を相違点として認

定したからといって，当該認定の前提に誤りがある以上，本件審決による相違点の

認定が結論において正しいものであるということはできず，被告の上記主張は，採

用できない。�

３ 相違点に係る判断の誤りについて�

��� 引用例２の記載について�

引用例２（甲２）は，「無アルカリガラスの清澄方法」という名称の発明について

の公開特許公報であるが，そこにはおおむね次の記載がある。�

ア 【請求項１】歪点が６４０℃以上でＡｓ２Ｏ３含有量が０．５重量％以下の無

アルカリガラスを溶解時に清澄する方法であって，１．５重量％以下のＳｂ２Ｏ３，

５．０重量％以下のＳＯ３，２．０重量％以下のＦｅ２Ｏ３および５．０重量％以下

のＳｎＯ２からなる群から選ばれる１種以上の有効量と，５．０重量％以下のＣｌ

および５．０重量％以下のＦからなる群から選ばれる１種以上の有効量とを含有せ

しめて溶解，清澄することを特徴とする清澄方法�
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イ 本発明は，歪点（その温度以下では歪みが発生しない温度のこと）の高い無

アルカリガラスの清澄方法に関する（【０００１】）。�

ウ 従来，各種ディスプレイ用基板ガラスでは，実質的にアルカリ金属イオンを

含まず，高い歪点を有し，半導体形成に用いられる各種薬品に対する充分な化学耐

久性を有し，内部及び表面に泡やキズなどの欠点を持たない，という特性が要求さ

れてきたところ，特に泡を効率的に除く目的で，高温粘性の高いガラスの清澄剤と

して知られる砒素やアンチモンを添加してガラスを溶解し，清澄することが多かっ

たが，砒素やアンチモンは，環境に悪影響を与える元素であるため，ガラスのリサ

イクルに支障が生じるほか，エッチング廃液の無害化処理にも多大の設備が必要で

あった（【０００２】～【０００５】）。�

エ 本発明の目的は，特定の清澄剤の組合せを用いることにより清澄効果を高め，

歪点の高い無アルカリガラスの溶解において，砒素やアンチモンを使用しないか，

使用量をごく少量としても清澄が可能なガラスの溶解時の清澄方法を提供すること

にある（【０００６】～【０００８】）。�

オ 本発明では，Ｓｂ２Ｏ３，ＳＯ３，Ｆｅ２Ｏ３及びＳｎＯ２のいずれか１つ以上

並びにＣｌ及びＦのいずれか１つ以上が有効量添加されることが必須である（【００

０９】～【００１４】）。本発明は，アルカリ金属酸化物を実質的に含有しない無ア

ルカリガラスで，歪点が６４０℃以上のものを対象とする（【００１５】）。�

カ 本発明のガラスは，例えば，通常使用される各成分の原料を目標成分になる

ように調合し，本発明に所定の清澄剤を添加した後，これを溶解炉に連続的に投入

し，１５００℃ないし１６００℃に加熱して溶融する。この溶融ガラスを１２００℃

ないし１５００℃に保持することにより，泡抜き（清澄）し，フロート法等により

所定の板厚に成形し，徐冷後切断する。清澄時に減圧を利用してもよい（【００１８】）。

実施例においては，調合原料バッチを１６００℃で３０分溶解後，通常のスクリュ

ー状のスター等を用いて２０ｒｐｍで撹拌しながら２０分溶融，徐冷後のガラス表

面付近の泡の数を調べたところ，撹拌したときの泡の溶け残り及び撹拌リボイル（再
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沸）泡がいずれも少なく，また，ガラスの均一性もよく，高品質なガラスの製造に

適当であることが分かる（【００２１】【００２３】）。�

キ 本発明によるガラスは，人体及び地球環境を悪化させずに，高品質なガラス

基板及びその製造方法として好適である（【００３０】）。�

��� 引用例２に記載の発明について�

以上によれば，引用例２には，従来，基板用のガラスを溶解，清澄する際に砒素

又はアンチモンを清澄剤として添加していたが，これらが有害な物質であるという

課題を解決するために（前記���ウ，エ），清澄剤としてＳｂ２Ｏ３，ＳＯ３，Ｆｅ２Ｏ

３及びＳｎＯ２のいずれか１つ以上並びにＣｌ及びＦのいずれか１つ以上を有効量

添加して１５００℃ないし１６００℃に加熱して溶融し，この溶融ガラスを１２０

０℃ないし１５００℃に保持して清澄するという手段を採用し，その際に減圧を利

用し，あるいはスクリューで撹拌するという物理的清澄方法を併用すること（前記

���ア，オ，カ）で，人体及び地球環境を悪化させずに，高品質なガラス基板を製造

するという作用効果を有する発明（前記���キ）が記載されているといえる。�

��� 本件相違点の容易想到性について�

ア 本願発明と引用発明とは，いずれも溶融ガラスの清澄方法に関するものであ

り，技術分野が共通するほか，溶融ガラスが１８００℃ないし２０００℃の温度に

加熱される点でも共通する。�

イ しかしながら，本願発明は，前記１���アに説示のとおり，特に高融点ガラス

材料に対して公知の清澄剤を添加しても清澄効果が十分ではなく，毒性を有するも

のを含む清澄剤を多量に添加する必要があったという課題を解決するものであるの

に対し，引用発明は，前記２���アに説示のとおり，従来のガラス溶融用の炉を裏打

ちする耐火物がガラスによって徐々に溶解又は腐蝕するため，溶融及び精製温度が

１６００℃より低い値に制限されるという課題を解決するものであるから，引用発

明は，本願発明を実施する上で前提となる課題を解決するものであるとはいえるも

のの，本願発明と引用発明とでは，解決すべき課題が同一あるいは重複していると
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はいえない。�

ウ また，引用発明における清澄は，前記２���ウに説示のとおり，溶融ガラスを

１８００℃ないし２０００℃の温度に加熱することのほか，バッチ内電極等による

ホットスポット精製を行う構成を組み合わせてもよいというものであって，これら

によるガラスの粘度の低下及び対流の発生に伴い，炉内の溶融ガラスの表面からの

気泡の除去が想定されている（物理的清澄方法）と認めることができるものの，そ

れ以外に，例えば溶融ガラスに清澄剤を添加して清澄ガスを発生させることについ

ては，引用例１には何ら記載も示唆もない。�

したがって，引用例１には，上記の物理的清澄方法に対して清澄剤を添加して化

学的清澄方法により溶融ガラスを清澄することを組み合わせることについては，示

唆も動機付けもないというほかない。�

エ 引用例２に記載の発明は，前記���に説示のとおり，有害な清澄剤の使用を回

避するという点で本願発明と解決課題及び作用効果に重複する部分があり，化学的

清澄方法として本願明細書に記載の清澄剤（例えばＦｅ２Ｏ３及びＳｎＯ２）を添加

するものであるほか，減圧又は撹拌という物理的清澄方法を併用するものであるが，

溶融ガラスの清澄が行われる温度は，前記���カに記載のとおり，１２００℃ないし

１５００℃にとどまる。�

また，本件優先日当時の他の化学的清澄方法における清澄温度についてみると，

甲３は，「アルカリ金属を含有しないアルミノ硼珪酸ガラスとその用途」という名称

の発明についての公開特許公報（特開平１１－１５７８６９号）であり，そこには，

化学的清澄方法として本願明細書に記載の清澄剤（例えばＳｎＯ２及びＣｅＯ２）を

添加することが記載されている（【００３０】～【００３２】）が，実施例において

は，１６２０℃で清澄が行われているにとどまる（【００３５】）。�

甲５は，「高強度ガラス繊維用組成物」という名称の発明についての公開特許公報

（特開平１１－２１１４７号）であり，そこには，化学的清澄方法として本願明細

書に記載の清澄剤（例えばＦｅ２Ｏ３）を添加することが記載されており，当該清澄
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剤が，１６００℃を超える温度では効果があまり期待できない従来の清澄剤に対し

て，高い溶融温度を有するガラスにおいても十分に効果を発揮することが記載され

ている（【００１３】～【００１５】）が，実施例においては，１６００℃で溶融が

行われているにとどまる（【００１８】）から，それよりも更に高温である本願発明

の１７００℃以上の温度や，引用発明が採用する１８００℃以上の温度で当該清澄

剤を使用することについてまで示唆があるとはいえない。�

甲６は，「無アルカリガラスおよびフラットディスプレイパネル」という名称の発

明についての公開特許公報（特開平１０－４５４２２号）であるが，そこには，化

学的清澄方法として本願明細書に記載の清澄剤（例えばＦｅ２Ｏ３及びＳｎＯ２）を

添加することが記載されており（【００２５】），処理の対象となる無アルカリガラス

は，粘度が１０２ポイズ以下となる温度が１７７０℃以下であることが記載されて

いる（【００２９】）が，実施例では，１５００℃ないし１６００℃で溶解されてい

るにとどまる（【００３２】）。�

甲１０は，「ガラス技術製造上の欠陥」という題名の文献（昭和５５年（１９８０

年）刊行）であるが，そこには，化学的清澄方法として本願明細書に記載の清澄剤

（例えばＳｂ２Ｏ３及びＡｓ２Ｏ３等）を用いることが記載されているが，清澄酸素の

放出は，最高でも１５２０℃であることが記載されているにとどまる。�

乙４は，「ガラス溶融炉からの有毒物質の放出を減少させるための方法である水強

化型清澄法」という名称の発明についての公開特許公報（特開平１１－７９７５５

号）であるが，そこには，化学的清澄方法として本願明細書に記載の清澄剤（例え

ばＳｂ２Ｏ３及びＡｓ２Ｏ３等）を用いることが記載されている（【００２３】）ほか，

清澄剤による清澄ガスの最大放出が生起する温度と溶融ガラスの加熱温度とを一致

させることが望ましいこと（【０００３】【０００４】）が記載されているが，溶融ガ

ラスの清澄は，１４５０℃又は１５００℃で行われているにとどまる（【００４９】

【００６４】）ばかりか，「殆どの商業的なガラス炉は，すでに最高耐火温度近くに

おいて運転されており，ガラス清澄温度をさらに高くすることは多くの場合実用的
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ではない」（【００６９】）との記載がある。�

オ 以上の各証拠の記載によれば，化学的清澄方法が実施される溶融ガラスの温

度は，最高でも１６２０℃であって，それを超える温度とする例は見当たらず，ま

た，それを超える温度で清澄剤を使用することについて示唆するものも見当たらな

いから，本願発明の１７００℃以上の温度や，引用発明が採用する１８００℃以上

の温度において本願明細書に記載の清澄剤を使用することは，本件優先日当時の当

業者にとって公知でも自明でもなく，また，当該使用をすることが動機付けられる

こともなかったものというべきである。�

すなわち，化学的清澄方法において１７００℃以上の温度で清澄剤を使用するこ

とや，１８００℃ないし２０００℃の温度で溶融ガラスを物理的清澄方法により清

澄する引用発明に対して，清澄剤を添加して化学的清澄方法により溶融ガラスを清

澄する引用例２に記載された発明を組み合わせることについては，本件においては

これを示唆ないし動機付ける証拠の存在が認められない。�

カ のみならず，本願発明は，前記１���アに記載のとおり，例えば清澄時間を従

来技術の約３時間から約３０分に著しく短縮するという作用効果を有するものであ

るところ，当該温度により清澄時間をこのように著しく短縮できることについては，

前掲各証拠には何ら記載も示唆もないから，引用発明を含む従来技術に接した当業

者は，本願発明の奏する上記作用効果を予測することができなかったものといえる。�

��� 小括�

以上のとおりであるから，引用例１に接した本件優先日当時の当業者は，引用発

明に基づいて本件相違点のうち，「少なくとも１種の清澄剤が溶融ガラスに添加さ

れ」ることを容易に想到することができなかったものというべきである。�

したがって，本願発明は，本件審決の認定に係る引用発明に基づいて当業者が容

易に発明をすることができたものとはいえず，これに反する本件審決は，取消しを

免れない。�

４ 結論�
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以上の次第であるから，原告主張の取消事由には理由があり，本件審決は取り消

されるべきものである。�
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